
放射性廃棄物の保管管理

(放射性廃棄物の保管に至った経緯)
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(新館東側の地下保管庫入口)
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新館と地下保管庫

三菱マテリアル株式会社

(地下2階の保管状況)
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放射性廃棄物の発生した経緯

)原子力関係の研究開発の実施

弊社のこの敷地では、昭和29年頃からウランを使用して原子力関係の研究開発を実施してお

りましたが、昭和63年には研究開発は取り止めております(茨城県那珂市に移転)。

研究開発を実施していた間、いろいろな種類の廃棄物が発生しましたが、ウランによって汚染

されたものは放射性廃棄物として容器に収納し、現在も、敷地内に設けた地下保管庫に保管して

おり荻す。

)試験研究施設の解体撤去

平成11年から試験研究施設(施設E、施設P)の解体撤去、汚染土壌の回収を進め、平成17

年6月には施設のあった場所は更地にしております。この整備作業においても、ウランによって汚

染されたものはすべて放射性廃棄物として保管しておのます。

)放射性物質に関する所内全域調査と回収

平成16年7月に核燃料試験研究施設でない建物の床下から放射性物質(ウラン化合物、ト1/

ウム化合物)の入ったガラス瓶が見つかったことから、他の建物内に不審な物がないか点検する

とともに、敷地内の全域にわたって地表面などにおいて放射線測定を実施しました。その後、敷

地内にあった建物を解体する都度、同様の調査を実施しておのます。

これらの調査の結果、試験研究施設以外の建物のあった場所の一部に、自然界レペルを超える

ウラン、トリウムを含む土壌などが存在することが判明し、精製済ウランを含むものは放射性廃

棄物として平成21年10月までにすべての回収を完了し、地下保管庫に保管しております。な

お、鉱石由来のウランを含むものは自主回収物として平成22年12月までに回収を完了し、 A

棟とC棟の倉庫に保管しておのます。

自然界レベルを超えるウラン、トリウム
を含む土壌等が存在した場所
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放射性廃棄物と自主回収物(鉱石由来)の保管場所と数量

平成22年12月に回収を終了して以降、保管場所、数量ともに変化はありません。

個数収納容器の種類保管場所

角型容器(15m3) 1,929個,

地下1階
角型容器(2m3) 828個 3,

1,008個角型容器(15m3) ,

放射性廃棄物地下保管庫
角型容器(3m3) 30個

地下2階 152本(注1)2000ドラム缶

角型容器(15m3) 1,180個 NDC社,

角型容器(15m3) 761A棟倉庫自主回収物
,

角型容器(15m3) 247個(鉱石由来) C棟倉庫

(注1)弊社の放射性廃棄物量は、20促ドラム缶換算で30,910本になり。
(注2)敷地内には、ニユークリア・デベロップメント社(NDC社)の試験研究施設も

弊社の施設と同様に解体撤去され、放射性廃棄物は地下保管庫に保管されておのます。

環境モニタリングの結果

解体撤去作業や回収作業を実施していた際は、敷地周辺での「空間線量当量率」と「空気中の放射性

物質濃度の測定」及び「地下水を採取してウラン、ドノウム含有量を測定」を継続して実施し、敷地周

辺への影響がないことを確認しました。
0.2

現在は、左頁の敷地内建物配置図に示 0.18

0.16

す4箇所(▲印)で放射線測定を毎週1 .、②(メD①(囿
0.14

④(南)③(刻
回実施しております。平成23年1月以 0.12

降の測定結果は右図のとおのです。 0.1
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注)平成23年3月以降、福島第一原子
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力発電所の事故の影響により平常 0.04

0.02
時(事故発生前)よのやや高い値

0

で推移しています。

795個

(注1)

保管管理と情報公開について

1)放射性廃棄物の保管管理<地下保管庫>(詳細は別添をご参照願います。)

保管にあたっては、法令に定められた事項の厳守はもとより、自主的に日常管理としての点検項目を

定め、安全にかつ適正に管理しております。

2)自主回収物の保管管理(鉱石由来)<A棟倉庫及びC棟倉庫>

放射性廃棄物と同様の日常管理を実施し、適正に管理しております。

3)情報公開

日常管理の記録である放射線測定の結果や角型容器などの点検結果などを「近隣の皆様の相談室」1こ

常設し、ご希望に応じて公開しておのます。

4)処分に向けて

保管中の放射性廃棄物は、原子力関係の研究開発などに伴って発生する低レベル放射性廃棄物である

「研究施設等廃棄物」に該当しますが、この研究施設等廃棄物は、平成20年に日本原子力研究開発機

構が主体となって体制整備することが法律で決定し、現在、実現に向けて検討が進められています。

なお、弊社も、早期実現を目指し、処分委託事業者として鋭意協力をしております。
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@ヨ:放射性廃棄物はどぅ田うものですか?

A1 跡亥燃料物質を使用した研究開発に関するものは、廃液処理工程で発生したスラッジ類、

排気処理工程で発生したフィルター類、ウエス0キムタオル・ポリシート類、ポリエ

チレシ容器0ガラス容器などの容器類、獣ろいろな配管類、その他雑多な使用済物品

などです.

試験研究施設の解体撤去に関するものは、試験装'置、床0壁0装.置の基礎などのコン

クWートなどの廃材、土壌などです.

Q26自主回収物(鉱石由来)とはなんですか?放射性廃棄物との違いは何ですか?

A②:鉱石由来のウラシ、トリウムは、自然のままの状態のウラン、ト0ノウムであり、法令

上は核原料物質となり、その量や濃度が定められた値を超えると規制の対象となりま

rj

Q &A

す.調査の結果、最大でも規制値の十分の一程度であった昼とから、規制の対象とな

のません。しか&《自然界レベルを超えている目とから、自主的に回収してお②ます。

一方、精製済ウラシは、ウラシ鉱石などを化学的に処理して得られたウランで、法・令

お問い合わせ先:三菱マテリアル株式会社さいたま総合事務所「近隣の皆様の相談室」

電話:0120-662-637 (フリーダイヤル) Eメール: k-soudan@mmc.CO.jp

作成日(修正日)平成27年9月5日

上は核燃料物質となの゛すべて規制の対象とな②ます.そのため、それらが付着した

り、それらを含んでいるものは放射性廃棄物となります。

@3三放射性廃棄物などを長期にわたって保管する区とになりますが、角型容器の健全性な

どは、どのように担保するのですか。

A⑧Z鋼鉄製の容器であり、かつ、地下保管庫では、湿度管理を行なっておゆますので、容器

が破損するこ'は考えられませんが、容器の外観などの状態を定期的に点検すること

とレておのます.

@4g大きな地震が起目含ても地下保管庫は大丈夫ですか?

A4:地下保管庫は、震度⑥強~7の大地震に対レても建物本体が倒壊しないように、新耐

震基準(1981年制定、阪神大震災後に見直し)に基づWて作られてお②ます。

保管量が当初の予定数量に比べて大幅に増えておりますが、地下1階と地下2階の保

管量は、床面の設計積載重量の4◎%程度ですので十分に安全です.

@56地下保管庫の見学場所などでの放射線量便谷間線量当量率)はどのくらWですか?

A58北袋町の自然界レペル(含、弊社敷地周辺)の放射線量鮭りは、おおむね0.04~

◎。◎8μ緻クhですが、地下保管庫の放射線量は次のとおゆです.

0地下保管庫の見学用の通路や周りの壁面では大半が◎。◎5μ今グh

0地下保管庫の上の新館ヨ階の床面では◎.◎4~0。◎圃皿Svh
ただ匙《放射性廃棄物を収納レている角型容器や2◎04ドラム缶の周辺では、自然界

レペルを超えると昼ろもあります.

(注)福島第一原子力発電所の事故前の測定値です。


